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(経済部 産業支援課) 

議案第５号 令和７年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管 

［千葉中央ツインビル２号館（８階外）ＬＥＤ交換］ 

 

 

１ 補正理由 

千葉中央ツインビル２号館のＬＥＤ照明への交換について、令和９年末の蛍光灯の製造禁止に

伴い、ＬＥＤ照明への切替需要が増加しているため、ＬＥＤ照明器具の納品に時間を要し、年度

内での完了が見込めないことから、繰越明許費を設定する。 

 

２ 事業概要 

千葉中央ツインビル２号館内にある千葉市産業振興財団及びＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ（チバラボ）

の照明について、蛍光灯用ソケットからＬＥＤ照明付きソケットへの交換を行うもの。 

（１）事業費  ４，９１３千円 

（２）契約期間 令和７年１１月７日から令和８年３月１８日（変更後 令和８年７月末） 

 

３ 補正内容 

  繰越明許費の設定 

（１）繰越額  ４，９１３千円 

（２）財 源  市債、一般財源 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年３月   補正予算案議決後、変更契約締結 

      ７月末  交換完了 

 

＜参考＞ 

  本件は、同じく千葉中央ツインビル２号館内にあり、管財課で賃貸借を行っている千葉県

道路公社執務室部分と一体的に発注しており、当該部分に係る予算については、管財課で繰

越明許費を設定する。 

 

階 入居施設 主な用途 所管課 事業額(繰越額) 

７階 
千葉県道路公社 執務室、会議室 管財課 ３，１１８千円 

ＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ セミナーエリア 
産業支援課 ４，９１３千円 

８階 千葉市産業振興財団 執務室、会議室、相談室 

総事業額 ※端数処理のため両課合計額とは一致しない ８，０３０千円 

 

 

 

補正予算書 P１１
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(農政部 農政センター 農業経営支援課) 

議案第５号 令和７年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所管 

［地域環境保全基金積立金（森林環境譲与税）］ 

 

 

１ 補正理由 

地域環境保全基金積立金（森林環境譲与税）のうち、基金運用収入については、基

金残額に対する利率を乗じた額としているが、昨今の金利上昇に伴い配分される運用

収入額が当初予算を上回る見込みであることから、地域環境保全基金積立金（森林環

境譲与税）を補正する。 

 

２ 補正内容 

（１）補正予算額  １４千円 

 

 補正前  森林環境譲与税 １５２，０００千円 

      基金運用収入      ２８４千円 

 補正後  森林環境譲与税 １５２，０００千円 

      基金運用収入      ２９８千円（※１４千円の増） 

（２）財   源  地域環境保全基金収入（森林環境譲与税）  

 

 

 参考 

 

  当初予算額算出方法 

    

    

    

    

  補正予算額算出方法 

    

    

    

     

    

 

補正予算書 P５、P２２、P４２
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(経済部 公営事業事務所) 

議案第９号 令和７年度千葉市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

［千葉サイクル会館大規模改修継続費］ 

 

 

１ 補正理由 

千葉サイクル会館大規模改修について、機器類の納品が間に合わない等、令和８年度中の工事

完了が見込めないことが判明した。 

また、改修工事内容の見直しを行ったことにより令和７年度内の入札執行が困難であったこと

から、令和８年度当初予算において新たに継続費（令和８～９年度）を設定することとし、既存

の継続費の変更（減額）を行うもの。 

 

２ 事業概要 

千葉サイクル会館は、築２９年が経過し、建物の劣化や電気・機械設備の不具合が著しいこと

から、大規模改修工事を実施する。 

（１）施設概要 

ア 構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上６階・地下１階 （平成８年４月２５日竣工） 

イ 延床面積  ５,１１３㎡ 

ウ 主な用途  競輪開催時における選手宿泊所 

（２）主な改修内容 

   ・内装建具改修 ・電気設備改修 ・空調設備改修 ・給排水設備改修 等 

 

３ 補正内容 

（１）歳   出  競輪事業費 ▲２５２，０００千円（管理費） 

（２）歳   入  競輪事業施設整備基金繰入金 ▲２５２，０００千円 

 

４ 継続費の補正                                 （千円） 

事 業 名 
補正前 補正後 

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額 

千葉サイクル会館

大規模改修事業 
1,008,217 

令和7年度 252,000 
0 

令和7年度 0 

令和8年度 756,217 令和8年度 0 

 

５ 令和８年度当初予算案（継続費）       （千円） 

 事 業 名 総額 年度 年割額 

千葉サイクル会館

大規模改修事業 
969,880 

令和8年度 678,916 

令和9年度 290,964 

補正予算書 P１０１～１０９
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６ 改修スケジュール（予定） 

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

工期

令和７年度 令和８年度 令和９年度

1 3

（変更前）工事期間 420日間

（変更後）工事期間 450日間



6 

 

（経済部 公営事業事務所） 

議案第９号 令和７年度千葉市競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

［競輪事業施設整備基金積立金］ 

 

 

１ 補正理由 

競輪事業施設整備基金積立金について、基金運用益の見込みが現計予算額を上回ることとなっ

たため、増額補正を行う。 

 

２ 補正内容          

（１）補正予算額  １，２２２千円 

（２）財   源  競輪事業施設整備基金収入   

  

［競輪事業施設整備基金の積立金残高の状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正予算書 P１０１～１０９ 
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(経済部 地方卸売市場) 

議案第５０号 千葉市地方卸売市場業務条例の一部改正について 
 

 

 

１ 趣旨 

食料の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成を図るため、卸売市場法が改正さ

れ、千葉市地方卸売市場業務条例に「開設者による食品等持続的供給法※に係る公表」を規定する

ことが卸売市場の認定要件として追加されたことから、所要の改正を行う。 
 

※正式名称：食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進 

及び食品等の取引の適正化に関する法律（以下「食品等持続的供給法」という。） 

 

 

２ 改正の内容 

（１）規定の追加 

以下のアからウに掲げる開設者による公表事項、及び公表方法（インターネット等による公表） 

に関する規定を追加する。 

 

ア 卸売市場における取扱品目のうち、食品等持続的供給法に規定される指定飲食料品等 

※指定飲食料品等は、取引において、通常、費用について認識しにくい飲食料品等を国が 

指定するもので、本市場においては「野菜」が該当。 
 

イ アの取引において、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標 

※指標は、国が認定する指定品目に係る業界団体等が作成。 
 

ウ 食品等持続的供給法に基づき飲食料品等事業者等が取引において講ずべき措置の内容 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

（２）その他規定の整備（軽微な語句の修正） 

 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

  

議案書 P１４３～１４５

＜飲食料品等事業者等の努力義務の内容（食品等持続的供給法第３６条）＞ 

次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 

① 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮

を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議

に応ずること。 

② 取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要

な協力を行うようにすること。 
 

→ ①、②の対応が不十分な場合、国による当該事業者への指導・勧告・公表等の措置あり 
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４ 新旧対照表 

  千葉市地方卸売市場業務条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （取扱品目） 

第３条［略］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 （卸売業者の許可） 

第７条［略］ 

２・３［略］ 

４ 市長は、第１項の許可の申請が次の各号のいずれかに該

当するときは、同項の許可をしてはならない。 

（１）～（８）［略］ 

（９）その許可をすることによって、卸売業者の数が前条に

定める○数の最高限度を超えることとなるとき。 

（10）～（12）［略］ 

 

 （関連事業者の設置） 

第２９条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保

するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図

り、又は出荷者、売買参加者、買出人（市場内において仲

卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。）その他の

市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対

し、市場施設において業務を営むことを許可することがで

きる。 

（１）第３条で定める○○○○取扱品目以外の生鮮食料品等

の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等

を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規

則で定める業務を営む者 

（２）［略］ 

２［略］ 

 

 （仕切り及び送金） 

第５０条［略］ 

２ 卸売業者は、前項の売買仕切書には、同項に定める○事

項を正確に記載しなければならない。 

 

 （売買取引の条件の公表） 

第５５条 卸売業者は、市場法施行規則第２０条の定めると

ころにより、その取扱品目その他売買取引の条件（売買取

引に係る金銭の収受に関する条件を含む。）を公表しなけ

ればならない。 

 （取扱品目） 

第３条［略］ 

２ 市長は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等

事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化

に関する法律（平成３年法律第５９号。以下「食品等持続

的供給法」という。）第４２条第１項に規定する指定飲食料

品等（前項に規定する取扱品目に該当するものに限る。以

下「指定飲食料品等」という。）を、インターネットの利用

その他の適切な方法により公表するものとする。 

 

 （卸売業者の許可） 

第７条［略］ 

２・３［略］ 

４ 市長は、第１項の許可の申請が次の各号のいずれかに該

当するときは、同項の許可をしてはならない。 

（１）～（８）［略］ 

（９）その許可をすることによって、卸売業者の数が前条に

規定する数の最高限度を超えることとなるとき。 

（10）～（12）［略］ 

 

 （関連事業者の設置） 

第２９条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保

するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図

り、又は出荷者、売買参加者、買出人（市場内において仲

卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。）その他の市

場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、

市場施設において業務を営むことを許可することができ

る。 

（１）第３条第１項に規定する取扱品目以外の生鮮食料品等

の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等

を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規

則で定める業務を営む者 

（２）［略］ 

２［略］ 

 

 （仕切り及び送金） 

第５０条［略］ 

２ 卸売業者は、前項の売買仕切書には、同項に規定する事

項を正確に記載しなければならない。 

 

 （売買取引の条件の公表） 

第５５条 卸売業者は、市場法施行規則第２０条の規定○○

○○により、その取扱品目その他売買取引の条件（売買取

引に係る金銭の収受に関する条件を含む。）を公表しなけ

ればならない。 
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 （開設者による卸売予定数量等の公表） 

第５７条［略］ 

２［略］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 （開設者による卸売予定数量等の公表） 

第５７条［略］ 

２［略］ 

３ 市長は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他

の適切な方法により公表するものとする。 

（１）第３条第２項の規定により公表した指定飲食料品等の

食品等持続的供給法第４２条第１項第１号に規定する

指標 

（２）食品等持続的供給法第３６条各号に掲げる措置の内容 

 

５ 参考（背景となる法改正の経緯） 

（１）令和６年６月５日 食料・農業・農村基本法 改正 

食料安全保障の確立等の観点から、食料の価格形成に当たり、食料の持続的な供給に要する 

合理的な費用を考慮されるよう必要な施策を講ずること等 

 

（２）令和７年６月１８日 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（改正後：食品 

等持続的供給法）及び卸売市場法 改正 
 

ア 食品等持続的供給法 合理的な費用を考慮した価格形成、食品産業の持続的な発展等 

イ 卸売市場法 業務規程において開設者による指定品目、コスト指標等の公表を義務付け等 
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(農政部 農政センター 農業経営支援課) 

議案第５１号 千葉市火入れに関する条例の一部改正について 
 

 

 

１ 趣旨 

火入れを中止する事由として規定している異常乾燥注意報を乾燥注意報に改めるほか、所要

の改正を行う。 

 

２ 主な内容 

（１）気象注意報の名称等の整備（第１２条関係） 

火入れの許可期間中であっても火入れを中止する事由として規定している気象注意報の名

称を現行の名称へ改正する。 

（改正前）異常乾燥注意報 

（改正後）乾燥注意報 

 

（２）その他規定の整備（第２条ほか） 

森林法第２１条の規定により、所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

  

議案書 P１４６～１４８
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４ 新旧対照表 

千葉市火入れに関する条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後   
 （許可の申請） 

第２条 火入れの許可を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、規則で定めるところにより、火入れ

を行おうとする土地（以下「火入地」という。）の所在

する区の長（以下「区長」という。）に許可の申請をし

なければならない。 

２ 申請者は、前項の申請に当たっては、火入地○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○において火

入れの実施を指揮監督する者（以下「火入責任者」と

いう。）を定めなければならない。 

 

 （許可の要件） 

第３条 区長は、前条第１項の申請に係る火入れが次の

各号のすべてに該当する場合でなければ許可をして

はならない。 

（１）・（２）［略］ 

 

 （許可後における指示） 

第４条 区長は、火入れの許可をした後において延焼そ

の他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差

止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必

要な指示を行うことができる。 

 

 （許可の対象面積） 

第６条 １団地における１回の火入れの許可の対象面

積は、１ヘクタールを超えないものとする。ただし、

火入地を０．１ヘクタール以下に区画し、その１区画

に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから

次の１区画の火入れを行う場合にあっては、区長はこ

れを超えて許可をすることができる。 

 

 （火入れの通知） 

第７条 火入れの許可を受けた者（以下「火入者」とい

う。）は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び

日時を区長に通知しなければならない。 

 

 （火入れの中止） 

第１２条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期

間中であっても、○○○○○○○強風注意報、異常乾

燥注意報○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○又は火災警

報○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○が発令された場合には、火入れを行って

 （許可の申請） 

第２条 火入れの許可を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、規則で定めるところにより、市長○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○に許可の申請

をしなければならない。 

２ 申請者は、前項の申請に当たっては、火入れを行お

うとする土地（以下「火入地」という。）において火入

れの実施を指揮監督する者（以下「火入責任者」とい

う。）を定めなければならない。 

 

 （許可の要件） 

第３条 市長は、前条第１項の申請に係る火入れが次の

各号の全て○に該当する場合でなければ許可をして

はならない。 

（１）・（２）［略］ 

 

 （許可後における指示） 

第４条 市長は、火入れの許可をした後において延焼そ

の他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差

止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必

要な指示を行うことができる。 

 

 （許可の対象面積） 

第６条 １団地における１回の火入れの許可の対象面

積は、１ヘクタールを超えないものとする。ただし、

火入地を０．１ヘクタール以下に区画し、その１区画

に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから

次の１区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこ

れを超えて許可をすることができる。 

 

 （火入れの通知） 

第７条 火入れの許可を受けた者（以下「火入者」とい

う。）は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び

日時を市長に通知しなければならない。 

 

 （火入れの中止） 

第１２条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期

間中であっても、火入地において強風注意報若しくは

乾燥注意報（気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）

第１３条第１項の規定により気象庁が予報をするも

のをいう。次項において同じ。）がされ、又は火災警報

（消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２２条第３

項の規定により市長が発するものをいう。次項におい

て同じ。）が発令された場合には、火入れを行っては
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はならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼

するおそれがあると認められるとき、又は○○○○○

強風注意報、異常乾燥注意報○○○○○○○○又は火

災警報が発令されたときには、速やかに消火しなけれ

ばならない。 

 

 （緊急連絡体制の整備） 

第１３条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当

たっては、区長及び○○○○○○○○消防署長に連絡

することのできる体制を確保しておかなければなら

ない。 

 

 （職員の立入り等） 

第１４条 区長は、火入れの許可をしようとする場合に

おいて必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入ら

せ、実地調査をさせることができる。 

２ 区長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を

火入れに立ち合わせることができる。 

３［略］ 

ならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼

するおそれがあると認められるとき、火入地において

強風注意報若しくは乾燥注意報がされたとき、又は火

災警報が発令されたときには、速やかに消火しなけれ

ばならない。 

 

 （緊急連絡体制の整備） 

第１３条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当

たっては、市長及び火入地を管轄する消防署長に連絡

することのできる体制を確保しておかなければなら

ない。 

 

 （職員の立入り等） 

第１４条 市長は、火入れの許可をしようとする場合に

おいて必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入ら

せ、実地調査をさせることができる。 

２ 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を

火入れに立ち合わせることができる。 

３［略］   

 


